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平成 27年５月 27日 

各 位 

 

会  社  名 株式会社明光ネットワークジャパン 

代 表 者 名 代表取締役社長 渡 邉 弘 毅 

（コード番号 ４６６８ 東証第一部） 

問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 荻 田  修 

（ＴＥＬ．03-5860-2111 代表） 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 
当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）及び「会社法施行規

則等の一部を改正する省令」（平成 27年法務省令第 6号）が平成 27年５月１日に施行され

たことを踏まえ、平成 27年５月 27日本日開催の取締役会において、「内部統制システムの

基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、下記の通り、改定後の内容をお知

らせいたします。 

 

記 

 

当社及び当社グループの内部統制システムは、経営組織の整備状況、業務運営の効率性等

を検討、評価、報告することにより、経営管理に寄与することを基本的方針としております。 

 なお、当社及び当社グループの主な内部統制システムに関する整備状況は以下のとおり

であります。 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

① 当社は、取締役及び使用人が当社の社会的責任と公共的使命を認識し、一人一人が高い

倫理観を持ち、法令・定款・諸規則に反することなく誠実に業務運営を遂行することを

経営上の重要課題と位置付ける。その周知徹底のため、コンプライアンス委員会を置き、

「コンプライアンス規程」及び「企業行動憲章」を全役職員に配布・啓蒙し、企業統治

の基盤強化に努めるものとする。 

② 取締役及び使用人の法令遵守及び業務の適正を確保するため、明確な権限及び職務分

掌等を社内規程に定め、重要事項を経営会議及び取締役会において審議する。 

③ 当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会におけ

る決議の公平性及び透明性を図るものとする。監査役は、取締役会に出席し、取締役等

に対して適宜意見を述べることができるものとする。また、取締役等は、法令違反行為

を未然に防止し、かつ、そのために必要な措置を実施する。取締役等が他の取締役等の

法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査役、代表取締役（リスク管理委員長）及び

リスク管理担当取締役に報告する。 
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④ 企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理

の向上を推進する。 

⑤ 当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委

員会を置き、事務局はリスク管理室が担当する。リスク管理委員会は「リスク管理規程」

を基準として、業務執行部門のリスク評価・管理・対策を取りまとめて管理し、リスク

への柔軟な対応とコンプライアンスの遂行を推進する。併せて、コンプライアンスに関

する教育を継続的に実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する

手順を明確化し、同種事案の再発防止を期する。 

⑥ 内部通報制度を導入することによって、コンプライアンス経営の強化を図る。 

⑦ 内部統制の整備・運用状況をモニタリングするため「内部監査規程」を定め、内部監査

室を置く。内部監査の結果は取締役へ報告され、内部統制システムの継続的な改善を推

進する。 

⑧ 当社は、業務執行の結果である財務情報、並びにコンプライアンス委員会及びリスク管

理委員会に集約した重要な企業情報を、適正かつ適時に開示し企業活動の透明性を確

保する。 

⑨ 役職員は、一丸となって、不当な要求を行う反社会的勢力に対しては、その圧力に屈す

ることなく毅然とした態度で臨み、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益

を供与しないものとする。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

① 株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成される文書については、法令

に基づき適切に作成、保存する。 

② 取締役の職務執行・経営意思決定並びに取締役への報告に関する文書については、「文

書管理規程」、「稟議決裁規程」及び「情報セキュリティ規則」等諸規則に則り、適切

に作成、保存又は廃棄する。 

③ 「個人情報保護規程」及び「営業機密管理」に関する規程を整備し、個人情報及び重要

な営業機密を適切、かつ、安全に保存、管理する。 

④ 取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

① 事故・災害、与信等、損失のリスクに関する事項は、各業務執行部門において、「リス

ク管理規程」に則り、リスクを抽出し発生を未然に防止するための様々な施策の検討、

施策の運用を行う。 

それらのリスクは全社横断的にリスク管理委員会に集約し、潜在的なリスクに対する施

策の運用状況の検証、並びに顕在化した場合の事後対応の適正化を図るため、ガイドラ

インの制定やマニュアルの作成を行うものとする。 

② 危機管理、個人情報保護など事業所に係る重要なリスクについては、リスク管理委員会

が集約したリスクの予防・軽減施策をフランチャイズチェーン全体に提示し、フランチ

ャイズチェーン全体での経営の安定化に努める。  
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４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 取締役は年度経営計画及び中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確に

するとともに、取締役の管掌を定め業務執行の効率化を推進する。また、経営目標が当

初の予定通り進捗しているか定期的な業績報告を通じて検査・評価し、ＰＤＣＡサイク

ルの向上を図る。 

② 取締役会は、会社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対する業務遂行状

況の定例報告、並びに業務遂行の監督機関としての役割を強化するために、毎月１回以

上開催する。また、重要な経営事項については、取締役、常勤監査役及び経営企画部長

等で構成する経営会議で審議、検討及び情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を

高めるとともに、透明性及び効率性の確保に努める。 

③ 取締役は、専任の内部監査室から業務執行に係る改善点の報告を受け、担当管掌業務の

有効性と効率性の適正化を図る。 

 

５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

（１）総則 

① 経営理念に基づき、グループとしての存在意義、役割を明確にするとともに、経営ビジ

ョンによって将来のグループとしての目標を共有する。また、当社グループ全体のリス

クを網羅的に把握し、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。 

② グループ内取引については、法令に従い適切であり、かつ、第三者との通常の取引の条

件と著しく相違しないことを十分に確認する。 

③ 内部通報制度を導入することによって、グループ全体のコンプライアンス経営の強化

を図る。 

（２）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社へ報告に関する体制 

① 「関係会社管理規程」を定め各子会社における内部統制の実効性を図る。また、「関係

会社管理規程」に則り、各子会社に対し、業績、財務状況その他業務上の重要事項につ

いて定期的に当社への報告を求める。 

② 内部監査室は、子会社の運営状況等を監査し、取締役会及び監査役会に報告する。 

 

（３）子会社の損失の危険に関する規程その他の体制 

① グループ各社は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。 

 

（４）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規

程その他諸規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。 

 

（５）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

① グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定め、グループ会社は、当該基本方針に

従い、各社の業務内容、規模、所在国、その他の事情に応じて、その体制の構築を推進

するとともに、コンプライアンスの教育、啓蒙を推進する。 
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

 

① 当社では、監査役監査の事務及び実査補助は、所轄部門又は使用人を固定せず、適宜担

当部門が実施する。 

② 監査役の要請がある場合には、監査役を補助する使用人を置く。当該使用人に期待され

る業務の範囲及び就任期間により、専任又は兼任を決定するものとする。 

 

７．前号６の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の

指示の 

実効性の確保に関する事項 

 

① 監査役を補助すべき使用人を置くこととなった場合、監査役の指示により監査を補助

する業務については、監査役以外から指揮命令を受けない。また、当該使用人の人事異

動、人事評価等に関しては、監査役会の同意を必要とする。 

 

８．監査役への報告に関する体制 

 

（１）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

① 監査役は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、業務執行に関する重

要会議（常勤監査役は取締役会・経営会議・部門長会、非常勤監査役は取締役会）に出

席する。 

② 監査役が会社の実態を正確に把握し、公正妥当な監査意見を形成するために、取締役は

営業及び業務の状況を監査役に報告する。また、会社に重大な影響を与える重要事項及

び公表する企業情報は適時監査役に報告する。 

③ 監査役は、内部監査室及びリスク管理室との連絡会を適宜開催し、内部統制及びリスク

管理に関する報告を受けるものとする。 

 

（２）子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を

受けた者が監査役に報告するための体制 

① 監査役は、「グループ企業監査役連絡会」を開催し、子会社経営情報全般に関する問題

点の早期把握と情報の共有に努めるものとする。 

 

 

９．前号８の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保 

するための体制 

 

① 当社は、監査役に報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取扱いを行

わないものとする。 
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１０．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

① 監査役の職務の執行において生じる費用等は、所定の手続きにより会社が負担する。 

 

１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

① 監査役は、内部監査室及び監査法人の三者による連絡会を定例的に開催し、会計監査や

業務監査に関する報告及び情報を受け、内部統制システムの状況を監視し検証するも

のとする。 

② 常勤監査役は、稟議書他業務執行に関する重要な書類の閲覧、重要な財産の取得、保有

並びに管理状況の調査等の常時監査により、業務執行の状況を適時に把握する。 

③ 取締役及び使用人は、監査役監査に対する認識を深め、監査役監査が効率的に推進でき

るように努めるものとする。 

 

以 上 


